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2019.11.22 

 
総合的ＣＳＦ対策の確立に向けて 

 

全国知事会ＣＳＦ対策ＰＴ 

 

今回のＣＳＦは、強毒株でないことなどから初動を難しくし、また、当

初の予想よりも速いペースで野生いのししの感染が拡大するなど、早期

の封じ込めが困難な事案となった。 

外国人労働者や外国人観光客を積極的に迎え入れるなど、今後、更に国

が開かれていく中で、いつでもどこでも起こり得る国家的危機管理事案

として対処するため、この１年余の経験と反省をも踏まえて、新たな総合

的ＣＳＦ対策の確立を図る必要がある。 

 

 

１ 農場を守る対策の強化 

（１）飼養衛生管理の向上 

飼養衛生管理の向上について、ＡＳＦも念頭に、国の関与の強化

と対応ルールの明確化 

 

① 今回のＣＳＦ発生に係る感染経路や発生原因の早急な解明 

 

② 都道府県が行う、農場に対する飼養衛生管理の指導にバラつき

が生じないよう、国の指示内容を明確化 

 

③ ＡＳＦも見据え、農場の施設改修・改築を対象としたハード支

援を充実し、十分な予算を確保 

特に、欧州のバイオセキュリティの知見も踏まえた衛生管理基

準の更なる見直しを実施（二重の防護柵、更衣室・シャワー施

設の設置など）し、その達成に向け、農家を高率の補助金によ

り支援 

 

④ 飼料製造業者、輸入業者及び販売業者、家畜商、家畜輸送を行

う業者など畜産関係者への国による家畜防疫指導に関する法的

整備  
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（２）早期出荷事業のルール化 

     

① 早期出荷事業について、ワクチン接種との優先順位を明確にす

るとともに、任意事業か強制実施かを整理したうえで、法律に

位置付け 

 

② 補償内容の明確化（再開の実態に即した期間設定、母豚の出産

可能性への配慮など） 

 

（３）予防的殺処分 

     

① ＡＳＦ発生時に予防的殺処分を導入する場合は、その発動要件、  

経営再開要件及び実態に即した補償内容などを予め法制上明確

化 

 

（４）豚へのワクチン接種のあり方 

予防的ワクチンと緊急ワクチンの再整理（ちなみに、現在の接種

は予防的ワクチン）、効率的なワクチン接種体制の確立など、ワク

チン接種に伴う課題への対応 

 

① 野生いのししを介したまん延を防ぐためのワクチン接種につい

ては、具体的な要件（地域的な広がり、感染のスピード等）を

明確化したうえで、緊急ワクチンに位置付け 

 

② 野生いのししでＣＳＦ陽性が確認された県の隣接県など広域で

の予防的ワクチン接種の実施  

 

③ 常勤及び非常勤の家畜防疫員に限らず、指定獣医師や指示書に

よる接種を認めるなど、ワクチン接種の担い手の対象を拡大す

る（防疫指針の改正）とともに、獣医師報酬に係る十分な予算

を確保 

 

④ 広域的に流通する種豚、子豚、精液について、生産農場及び出

荷先に対し、接種豚の移動制限に伴う経営損失を補償する制度

を創設 
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⑤ 風評被害対策として、ワクチン接種に伴う差別的な表示、取引

拒否等に関し、関係省庁連携による流通事業者等への周知、指

導を徹底 

 

⑥ ワクチン接種農場での、野外感染によるＣＳＦ発生時における

全頭殺処分の是非については、様々な意見があり、要検討 

 

⑦ マーカーワクチンの有効性を早期に検証し、現行（非マーカー）

ワクチンからの移行の是非を検討 

 

（５）防疫措置  

     

① 同時多発のケースを想定した広域的な支援体制の運用の見直し 

（獣医師の確保、相互応援、電殺機等の備蓄など） 

 

② 水源地付近等、埋却が困難な農場においては、飼養規模に合わ

せて移動式焼却炉やレンダリング装置の速やかな貸与の実施 

      

 

２ 野生いのしし対策の強化 

（１） 捕獲の強化 

野生いのしし対策の法制化と効果的な対策の前提となる生息状

況や浸潤状況の調査の実施 

 

① 広域感染防止のための野生いのしし対策を進めるにあたっては、

国が方針と目標を設定することを法制化 

 

② 担い手の確保・育成に係る経費を含め、十分な捕獲関連経費支

援を確保するため、法律補助へ位置付け 

 

③ 全国的ないのししの生息状況については、省庁連携のもと国が

調査を行い、ウイルス浸潤状況については、死亡いのししだけ

でなく、捕獲サーベイランスにより確実にチェックするルール

を設定 
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（２）経口ワクチン投与とサーベイランス 

   

① 野生いのししの清浄化判断基準の明確化 

 

② 継続的な経口ワクチン投与とサーベイランスのための安定的な

財源の確保を法律に位置付け 

 

③ 専ら輸入に頼っている経口ワクチンを内製化するとともに、マ

ーカーワクチンの導入についても検討 

 

④ 感染いのししが確認された都道府県に隣接するなど、未発生の

都道府県においても経口ワクチン投与を実施  

 

⑤ 地形や気象条件等に応じ、自衛隊のヘリコプターによる経口ワ

クチン散布の実施 

 

 

３ 水際対策の強化 

   更なる脅威であるＡＳＦウイルスも視野に入れつつ、国内持ち込

みを徹底排除するための体制の構築 

 

① 近隣国と比べて最も厳しい対処とするため、違反者の入国禁止

や罰則強化などの対策を強化 

 

② 地方空港やクルーズ船等が寄港する港において、検疫探知犬の

大幅な増頭と常時配置、入国時や国際郵便物を含む貨物の動線

を踏まえた効果的な動物検疫などの防疫体制を強化  

 

③ ＣＳＦ等発生国に対し、畜産物等の持ち出しによるウイルスの

流出防止対策について働きかけるとともに、国内向けにも、テ

レビなどのメディアを活用し、畜産物の違法な持ち込み禁止を

多言語で普及啓発 
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４ 農家の再開、産地の再生支援 

    

① 早期出荷事業に係る奨励金、発生農場に交付される国の手当金

等について、免税措置を法定化 

 

② 発生農家の再開支援のための家畜防疫互助基金への国拠出金を

増額 

 

③ つなぎ融資のための無利子、保証料なしの国融資制度を創設 

 

④ と畜・流通・飼料など関連事業者に対し、取扱量の減少による

経営環境の激変を緩和する支援措置の対象を拡大（食肉処理従

事者の人件費、枝肉の集荷に係る経費など） 

 

⑤ 豚や野生いのししでのＣＳＦ発生地域におけるジビエ処理施設

に対し、取扱量減少による経営悪化への支援措置を創設 

 

⑥ 殺処分に伴う手当金の支払いについては、概算払いを確実に実

施（一部で概算払いが行われなかったケースあり） 

 

 

５ 適切な財源対策（別添１）と法制整備（別添２） 

 

 



別添１ 

適切な財源対策 

提  言 参照項目 

【農場を守る対策の強化】 

○ ＡＳＦも見据え、農場の施設改修・改築を対象としたハード支援

を充実し、十分な予算を確保 

特に、欧州のバイオセキュリティの知見も踏まえた衛生管理基準の

更なる見直しを実施（二重の防護柵、更衣室・シャワー施設の設置

など）し、その達成に向け、農家を効率の補助金により支援 

１（１）③ 

○ 常勤及び非常勤の家畜防疫員に限らず、指定獣医師や指示書に

よる接種を認めるなど、ワクチン接種の担い手の対象を拡大する

（防疫指針の改正）とともに、獣医師報酬に係る十分な予算を確保 

１（４）③ 

○ 広域的に流通する種豚、子豚、精液について、生産農場及び出荷

先に対し、接種豚の移動制限に伴う経営損失を補償する制度を創

設 

１（４）④ 

【野生いのしし対策の強化】 

○ 担い手の確保・育成に係る経費を含め、十分な捕獲関連経費支援

を確保するため、法律補助へ位置付け 

２（１）② 

○ 継続的な経口ワクチン投与とサーベイランスのための安定的な

財源の確保を法律に位置付け 

２（２）② 

【農家の再開、産地の再生支援】 

○ 早期出荷事業に係る奨励金、発生農場に交付される国の手当金

等について、免税措置を法定化 

４① 

○ 発生農家の再開支援のための家畜防疫互助基金への国拠出金を

増額 

４② 

○ つなぎ融資のための無利子、保証料なしの国融資制度を創設 ４③ 

○ と畜・流通・飼料など関連事業者に対し、取扱量の減少による経

営環境の激変を緩和する支援措置の対象を拡大（食肉処理従事者

の人件費、枝肉の集荷に係る経費など） 

４④ 

○ 豚や野生いのししでのＣＳＦ発生地域におけるジビエ処理施設

に対し、取扱量減少による経営悪化への支援措置を創設 

４⑤ 

○ ＣＳＦ対策として地方が支出する経費については、単独事業も

含め、十分な特別交付税を措置 

― 

 

  



                                      別添２ 

法制整備 

提  言 参照項目 

【農場を守る対策の強化】 

○ 飼料製造業者、輸入業者及び販売業者、家畜商、家畜輸送を行う

業者など畜産関係者への国による家畜防疫指導に関する法的整備 

１（１）④ 

○ 早期出荷事業について、ワクチン接種との優先順位を明確にす

るとともに、任意事業か強制実施かを整理したうえで、法律に位置

付け 

１（２）① 

○ ＡＳＦ発生時に予防的殺処分を導入する場合は、その発動要件、

経営再開要件及び実態に即した補償内容などを予め法制上明確化 

１（３）① 

○ 野生いのししを介したまん延を防ぐためのワクチン接種につい

ては、具体的な要件（地域的な広がり、感染のスピード等）を明確

化したうえで、緊急ワクチンに位置付け（防疫指針） 

１（４）① 

【野生いのしし対策の強化】 

○ 広域感染防止のための野生いのしし対策を進めるにあたって

は、国が方針と目標を設定することを法制化 

２（１）① 

○ 担い手の確保・育成に係る経費を含め、十分な捕獲関連経費支援

を確保するため、法律補助へ位置付け 

２（１）② 

○ 継続的な経口ワクチン投与とサーベイランスのための安定的な

財源の確保を法律に位置付け 

２（２）② 

【水際対策の強化】 

○ 近隣国と比べて最も厳しい対処とするため、違反者の入国禁止

や罰則強化などの対策を強化 

３① 

【農家の再開、産地の再生支援】 

○ 早期出荷事業に係る奨励金、発生農場に交付される国の手当金

等について、免税措置を法定化 

４① 

 

 



Ｃ Ｓ Ｆ の 発 生 状 況

【１１月２６日15:00現在】

未発生養豚施設
（岐阜県のみ）

１８施設

発生施設・疫学関連施設
（業ではない施設も含む）

岐阜県 ２４施設

愛知県 ４６施設
埼玉県 ６施設
長野県 ４施設

福井県 ２施設
滋賀県 １施設
大阪府 １施設

三重県 １施設
山梨県 １施設

と畜場
岐阜県 １施設

長野県 １施設
山梨県 １施設

陽性いのしし発生箇所
岐阜県 １，０７４頭(11/26)
長野県 １３０頭(11/25)

愛知県 １０３頭(11/25)
滋賀県 ４４頭(11/25)
福井県 ３１頭(11/25)

富山県 ３０頭(11/25)
三重県 ２５頭(11/25) 
埼玉県 ２２頭(11/25)

静岡県 １３頭(11/25)
石川県 １０頭(11/25)

群馬県 ６頭(11/25)
山梨県 ２頭(11/25)

福 井 県

石 川 県

富 山 県

Ｆ

7/24

岐 阜 県

長 野 県

山 梨 県

9/13

9/14

三 重 県

愛 知 県

Ｃ

7/8（発生1、関連1瀬戸市）
2/6

8/31

8/9

6/29（発生1、関連6）

8/9

6/12

2/6（関連1）

5/17（発生１、関連1）

3/29

3/28（発生１、関連3）

2/13（発生2、関連14）

4/21（発生１、関連2）

エ

早期出荷

ア

3/27

4/22

Ｈ

2/6（愛知県2/6関連）

Ｇ

滋 賀 県

大 阪 府

2/6

9/13

1/29
4/17

京 都 府
静 岡 県

東 京 都

神奈川県

奈 良 県

2/6（愛知県2/6関連）

2/6（愛知県2/6関連）

B
イ

ウ

A

再開に向け再導入した農場
岐阜県

愛知県

長野県

滋賀県

三重県

早期出荷事業実施農場
岐阜県

愛知県

ワクチン接種後に発生した農場
愛知県

新 潟 県

9/17

３カ所目
各務原市（1/29）

７カ所目
山県市（3/7）

８カ所目
山県市（3/23）

１カ所目
岐阜市（9/9）

４カ所目（３カ所目関連）

本巣市（1/30）

１８カ所目
揖斐川町（8/17）

１３カ所目
山県市（6/5）

7/29

8/12

１２カ所目
山県市（5/25）

１９カ所目※早期出荷中に発生

中津川市（9/5）

9/19

５カ所目（愛知県（2/6）関連）

恵那市（2/6）

６カ所目
瑞浪市（2/19）

１５カ所目
恵那市（7/3）

１１カ所目
恵那市（4/17）

１０カ所目
恵那市（4/9）

９カ所目
美濃加茂市（3/30）

早期出荷

１４カ所目
関市（6/23）

3/29

１７カ所目
恵那市（7/27）

２０カ所目
恵那市（9/22）

オ

埼 玉 県

10/11

10/11

群 馬 県 10/30

１６カ所目
七宗町（7/10）

２カ所目
関市（12/25）

11/9

B

4/10

11/16

Ｖ

11/19

カ

早期出荷

A

ウア イ

エ オ

Ｃ Ｄ Ｅ

Ｅ
Ｄ

カ

V

Ｆ

Ｇ

Ｈ


